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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン自動停止条件の成立によりエンジンを自動停止させ、その後再始動条件の成立
により前記エンジンを再始動させるエンジン自動停止再始動装置を備えたエンジン制御装
置であって、
　前記エンジンのクランク軸のクランク角を検出するクランク角センサと、
　前記クランク角に基づいて、エンジン回転数を演算するエンジン回転数演算部と、
　前記クランク角に基づいて、クランク角変化量を演算するクランク角変化量演算部と、
　前記再始動条件の成立後、前記エンジン回転数が、あらかじめ設定された所定回転数よ
りも高くなった場合に、前記エンジンが完爆したと判定するエンジン完爆判定部と、
　前記再始動条件の成立後における前記エンジンの初回点火による前記エンジン回転数の
上昇量を演算するエンジン回転数上昇量演算部と、
　前記エンジン回転数の上昇量に基づいて、再始動失敗判定閾値を設定する始動失敗判定
クランク角変化量判定値設定部と、
　前記再始動条件の成立後における前記エンジンの初回点火タイミングからの前記クラン
ク角変化量が、前記エンジンが完爆したと判定されていないにも関わらず、前記再始動失
敗判定閾値よりも大きくなった場合に、再始動失敗と判定し、前記エンジンの再始動を中
止して、所定時間経過後に前記エンジンの再始動を再開する再始動失敗判定部と、
　を備えたことを特徴とするエンジン制御装置。
【請求項２】
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　前記始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部は、前記エンジン回転数の上昇量が、
あらかじめ定められた所定上昇量よりも小さい場合に、前記再始動失敗判定閾値を、前記
エンジン回転数の上昇量が前記所定上昇量よりも大きい場合よりも小さな値に設定する
　ことを特徴とする請求項１に記載のエンジン制御装置。
【請求項３】
　バッテリ電圧を検出するバッテリ電圧センサをさらに備え、
　前記始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部は、前記エンジンの再始動時における
バッテリ電圧に基づいて、前記再始動失敗判定閾値を補正する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のエンジン制御装置。
【請求項４】
　前記エンジンの吸気管圧を検出する吸気管圧力センサをさらに備え、
　前記始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部は、前記エンジンの再始動時における
吸気管圧力に基づいて、前記再始動失敗判定閾値を補正する
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までの何れか１項に記載のエンジン制御装置。
【請求項５】
　エンジン自動停止条件の成立によりエンジンを自動停止させ、その後再始動条件の成立
により前記エンジンを再始動させるエンジン制御方法であって、
　前記エンジンのクランク軸のクランク角を検出するクランク角検出ステップと、
　前記クランク角に基づいて、エンジン回転数を演算するエンジン回転数演算ステップと
、
　前記クランク角に基づいて、クランク角変化量を演算するクランク角変化量演算ステッ
プと、
　前記再始動条件の成立後、前記エンジン回転数が、あらかじめ設定された所定回転数よ
りも高くなった場合に、前記エンジンが完爆したと判定するエンジン完爆判定ステップと
、
　前記再始動条件の成立後における前記エンジンの初回点火による前記エンジン回転数の
上昇量を演算するエンジン回転数上昇量演算ステップと、
　前記エンジン回転数の上昇量に基づいて、再始動失敗判定閾値を設定する始動失敗判定
クランク角変化量判定値設定ステップと、
　前記再始動条件の成立後における前記エンジンの初回点火タイミングからの前記クラン
ク角変化量が、前記エンジンが完爆したと判定されていないにも関わらず、前記再始動失
敗判定閾値よりも大きくなった場合に、再始動失敗と判定し、前記エンジンの再始動を中
止して、所定時間経過後に前記エンジンの再始動を再開する再始動失敗判定ステップと、
　を備えたことを特徴とするエンジン制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、所定のエンジン自動停止条件の成立によりエンジンを自動停止させ、その
後再始動条件の成立によりエンジンを再始動させるエンジン自動停止再始動装置を備えた
エンジン制御装置およびエンジン制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車の燃費改善や環境負荷低減等を目的として、エンジン自動停止再始動シス
テムが開発されてきた。エンジン自動停止再始動システムでは、運転者の操作によりエン
ジン停止するための所定の条件（例えば、所定車速以下でのブレーキオン操作）が満たさ
れると、自動で燃料カットをしてエンジンが自動停止され、運転者の操作により再始動す
るための所定の条件（例えば、ブレーキ解除操作、アクセル踏み込み操作等）が満たされ
ると、燃料噴射を再開してエンジンが自動的に再始動される。
【０００３】
　ここで、エンジン自動再始動時に、燃焼不良等の正常再始動を妨げる現象が発生し、再
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始動に失敗した場合には、再始動に失敗したことを迅速に判定し、再始動を再開すること
によって、運転者が感じる違和感（再始動遅れ感）を抑制する必要がある。
【０００４】
　なお、再始動の失敗または再始動時の燃焼異常を迅速に判定することができなければ、
その後の再始動の再開も迅速に行うことができなくなるので、再始動失敗の判定タイミン
グを、誤判定を防止しつつ早期化させることが重要である。
【０００５】
　そこで、従来のエンジンの始動制御装置は、再始動動作開始から、規定サイクル数内に
エンジンが完爆状態に至らなかった場合に、再始動失敗であると判定している（例えば、
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４５０６３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
　図１５は、特許文献１に示した従来のエンジンの始動制御装置の動作および課題を説明
するイメージ図である。図１５において、横軸は時間を示し、縦軸はエンジン回転数を示
しており、また、実線は正常再始動時のエンジン回転挙動を示し、破線は再始動失敗時の
エンジン回転挙動を示している。
【０００８】
　図１５より、再始動動作開始タイミングｔ１からエンジン完爆状態となるタイミングｔ
２までのサイクル数は、再始動時の燃焼状態に伴うエンジン回転数の上昇量によって変動
する。そのため、エンジン回転数の上昇量が小さい場合には、エンジン完爆状態に至るま
でのサイクル数が多くなる。
【０００９】
　したがって、再始動失敗判定閾値（規定サイクル数）は、このことを考慮して余裕を持
った値とし、再始動失敗の誤判定を防止する必要がある。そこで、特許文献１に示した従
来のエンジンの始動制御装置では、再始動失敗判定閾値を、エンジン完爆状態となるタイ
ミングｔ２から余裕を持ったタイミングｔ３に相当する値に設定している。
【００１０】
　ここで、再始動失敗時のエンジン回転挙動（破線参照）で示されるように、再始動時の
燃焼状態が悪く、再始動後にタイミングｔ４で再始動失敗した場合、本来はもっと早いタ
イミングで再始動失敗の判定ができるにも関わらず、サイクル数が再始動失敗判定閾値（
すなわち、タイミングｔ３に相当する値）となるまでは、再始動失敗の判定ができないと
いう問題がある。また、これに伴って、再始動を再開するまでのタイムラグが大きくなり
、運転者に違和感を与えるという問題もある。
【００１１】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、再始動時の燃焼
状態に応じて設定された再始動失敗判定閾値に基づいて再始動失敗を判定することにより
、誤判定を防止しつつ再始動失敗を迅速に判定し、再始動失敗を判定した場合には、運転
者に違和感（再始動遅れ感）を与えることなく再始動を再開することができるエンジン制
御装置およびエンジン制御方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明に係るエンジン制御装置は、エンジン自動停止条件の成立によりエンジンを自
動停止させ、その後再始動条件の成立によりエンジンを再始動させるエンジン自動停止再
始動装置を備えたエンジン制御装置であって、エンジンのクランク軸のクランク角を検出
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するクランク角センサと、クランク角に基づいて、エンジン回転数を演算するエンジン回
転数演算部と、クランク角に基づいて、クランク角変化量を演算するクランク角変化量演
算部と、再始動条件の成立後、エンジン回転数が、あらかじめ設定された所定回転数より
も高くなった場合に、エンジンが完爆したと判定するエンジン完爆判定部と、再始動条件
の成立後におけるエンジンの初回点火によるエンジン回転数の上昇量を演算するエンジン
回転数上昇量演算部と、エンジン回転数の上昇量に基づいて、再始動失敗判定閾値を設定
する始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部と、再始動条件の成立後におけるエンジ
ンの初回点火タイミングからのクランク角変化量が、エンジンが完爆したと判定されてい
ないにも関わらず、再始動失敗判定閾値よりも大きくなった場合に、再始動失敗と判定し
、エンジンの再始動を中止して、所定時間経過後にエンジンの再始動を再開する再始動失
敗判定部と、を備えたものである。
【００１３】
　また、この発明に係るエンジン自動停止再始動方法は、エンジン自動停止条件の成立に
よりエンジンを自動停止させ、その後再始動条件の成立によりエンジンを再始動させるエ
ンジン制御方法であって、エンジンのクランク軸のクランク角を検出するクランク角検出
ステップと、クランク角に基づいて、エンジン回転数を演算するエンジン回転数演算ステ
ップと、クランク角に基づいて、クランク角変化量を演算するクランク角変化量演算ステ
ップと、再始動条件の成立後、エンジン回転数が、あらかじめ設定された所定回転数より
も高くなった場合に、エンジンが完爆したと判定するエンジン完爆判定ステップと、再始
動条件の成立後におけるエンジンの初回点火によるエンジン回転数の上昇量を演算するエ
ンジン回転数上昇量演算ステップと、エンジン回転数の上昇量に基づいて、再始動失敗判
定閾値を設定する始動失敗判定クランク角変化量判定値設定ステップと、再始動条件の成
立後におけるエンジンの初回点火タイミングからのクランク角変化量が、エンジンが完爆
したと判定されていないにも関わらず、再始動失敗判定閾値よりも大きくなった場合に、
再始動失敗と判定し、エンジンの再始動を中止して、所定時間経過後にエンジンの再始動
を再開する再始動失敗判定ステップと、を備えたものである。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明に係るエンジン制御装置およびエンジン制御方法によれば、エンジン回転数上
昇量演算部（ステップ）は、再始動条件の成立後におけるエンジンの初回点火によるエン
ジン回転数の上昇量を演算し、始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部（ステップ）
は、演算されたエンジン回転数の上昇量に基づいて、再始動失敗判定閾値を設定し、再始
動失敗判定部（ステップ）は、再始動条件の成立後におけるエンジンの初回点火タイミン
グからのクランク角変化量が、エンジンが完爆したと判定されていないにも関わらず、再
始動失敗判定閾値よりも大きくなった場合に、再始動失敗と判定し、エンジンの再始動を
中止して、所定時間経過後にエンジンの再始動を再開する。
　そのため、再始動時の燃焼状態に応じて設定された再始動失敗判定閾値に基づいて再始
動失敗を判定することにより、誤判定を防止しつつ再始動失敗を迅速に判定し、再始動失
敗を判定した場合には、運転者に違和感（再始動遅れ感）を与えることなく再始動を再開
することができるエンジン制御装置およびエンジン制御方法を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
【図２】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動装置
におけるスタータの一部破断正面図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置におけるエンジンＥＣＵの概略
構成を示すブロック図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置における燃料カット制御ルーチ
ンの流れを示すフローチャートである。
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【図５】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置におけるエンジン再始動制御ル
ーチンの流れを示すフローチャートである。
【図６】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制御
における燃料噴射制御および点火制御を示す説明図である。
【図７】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置におけるエンジン再始動失敗判
定ルーチンの流れを示すフローチャートである。
【図８】（ａ）、（ｂ）は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン
自動停止再始動制御において、エンジン再始動時の燃焼状態が比較的良好である場合と、
あまり良好でない場合とにおける再始動失敗判定したときの判定タイミングの差異を示す
説明図である。
【図９】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制御
における始動失敗判定クランク角変化量判定値を設定する制御マップを示す説明図である
。
【図１０】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制
御におけるバッテリ電圧補正係数を設定する制御マップを示す説明図である。
【図１１】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制
御における吸気管圧力補正係数を設定する制御マップを示す説明図である。
【図１２】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制
御における動作の一例を示すタイミングチャートである。
【図１３】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制
御における動作の一例を示す別のタイミングチャートである。
【図１４】この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制
御における動作の一例を示すさらに別のタイミングチャートである。
【図１５】従来のエンジンの始動制御装置の動作および課題を説明するイメージ図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、この発明に係るエンジン制御装置の好適な実施の形態につき図面を用いて説明す
るが、各図において同一、または相当する部分については、同一符号を付して説明する。
【００１７】
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置の概略構成を示すブロック図
である。また、図２は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動
停止再始動装置におけるスタータの一部破断正面図である。
【００１８】
　図１において、エンジンＥＣＵ１０には、車速センサ１１、アクセル開度センサ１２、
バッテリ電圧センサ１３、吸気管圧力センサ１４、ブレーキ部１５、並びにエンジン自動
停止再始動装置２０のクランク角センサ２１およびコントローラ２２が接続されている。
【００１９】
　車速センサ１１は、車両の速度を検出して、その検出値に応じた信号（以下、「車速信
号」と称する）を出力する。アクセル開度センサ１２は、アクセル開度を検出して、その
検出値に応じた信号（以下、「アクセル開度信号」と称する）を出力する。バッテリ電圧
センサ１３は、バッテリ電圧を検出して、その検出値に応じた信号（以下、「バッテリ電
圧信号」と称する）を出力する。
【００２０】
　吸気管圧力センサ１４は、エンジンの吸気管圧力を検出して、その検出値に応じた信号
（以下、「吸気管圧力信号」と称する）を出力する。ブレーキ部１５は、ブレーキの動作
状態をブレーキ信号として出力する。クランク角センサ２１は、燃料の噴射タイミングお
よび点火タイミングを決定するためのクランク角を検出して、その検出値に応じた信号（
以下、「クランク角信号」と称する）を出力する。
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【００２１】
　エンジンＥＣＵ１０は、これらのセンサおよびブレーキ部１５からの信号に基づいて、
エンジン自動停止またはエンジン再始動を判断して、エンジン自動停止再始動装置２０の
コントローラ２２に駆動指令を出力するとともに、エンジンへの燃料噴射および点火を制
御する。
【００２２】
　続いて、図１とともに、図２を参照しながら、エンジン自動停止再始動装置２０の構成
および動作について説明する。図１、２において、エンジン自動停止再始動装置２０は、
クランク角センサ２１と、コントローラ２２と、リングギア２３と、スタータ２４とを備
えている。リングギア２３は、エンジンのクランク軸（図示せず）に連結されている。コ
ントローラ２２は、エンジンＥＣＵ１０からの駆動指令を受けてスタータ２４の駆動、具
体的には、ソレノイド２４１への通電を制御する。
【００２３】
　ソレノイド２４１への通電により、プランジャ２４２が吸引され、レバー２４３を介し
てピニオンギア２４４が移動されることで、ピニオンギア２４４がリングギア２３と噛み
合わされる。また、プランジャ２４２の移動により接点が閉じられ、スタータモータ２４
５へと通電され、ピニオンギア２４４が回転されて、リングギア２３がピニオンギア２４
４と噛み合った状態で、駆動力がエンジンに伝達される。また、ワンウェイクラッチ２４
６は、スタータモータ２４５の出力軸に連結され、リングギア２３からトルクが入力され
た場合には空転する。
【００２４】
　図３は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置におけるエンジンＥＣＵの概
略構成を示すブロック図である。図３において、エンジンＥＣＵ１０は、エンジン自動停
止判定部３１、エンジン再始動判定部３２、エンジン回転数演算部３３、クランク角変化
量演算部３４、燃料噴射制御部３５、点火制御部３６、エンジン完爆判定部３７、エンジ
ン回転数上昇量演算部３８、始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部３９および再始
動失敗判定部４０を有している。
【００２５】
　エンジン自動停止判定部３１は、ブレーキ部１５からのブレーキ信号および車速センサ
１１からの車速信号に基づいて、エンジン自動停止条件（例えば、車速５ｋｍ／ｈ以下か
つ運転者がブレーキを踏んでいる等の条件）が成立しているか否かを判定する。
【００２６】
　エンジン再始動判定部３２は、ブレーキ部１５からのブレーキ信号およびアクセル開度
センサ１２からのアクセル開度信号に基づいて、エンジン再始動条件（例えば、運転者が
ブレーキを開放し、アクセルペダルを踏んでいる等の条件）が成立しているか否かを判定
する。
【００２７】
　エンジン回転数演算部３３は、クランク角センサ２１からのクランク角信号に基づいて
、エンジン回転数を演算し、その演算値に応じた信号（以下、「エンジン回転数信号」と
称する）を出力する。
【００２８】
　クランク角変化量演算部３４は、クランク角センサ２１からのクランク角信号に基づい
て、クランク角変化量を演算し、その演算値に応じた信号（以下、「クランク角変化量信
号」と称する）を出力する。
【００２９】
　燃料噴射制御部３５は、エンジン自動停止判定部３１およびエンジン再始動判定部３２
の判定結果、並びに再始動失敗判定部４０からの指示に基づいて、燃料噴射を制御する。
【００３０】
　点火制御部３６は、エンジン自動停止判定部３１およびエンジン再始動判定部３２の判
定結果、並びに再始動失敗判定部４０からの指示に基づいて、点火を制御する。
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【００３１】
　エンジン完爆判定部３７は、エンジン回転数演算部３３からのエンジン回転数信号が、
あらかじめ設定された所定回転数よりも高くなった場合に、エンジンが完爆したと判定す
る。
【００３２】
　エンジン回転数上昇量演算部３８は、エンジンの初回点火によるエンジン回転数の上昇
量を演算し、その演算値に応じた信号（以下、「エンジン回転数上昇量信号」と称する）
を出力する。
【００３３】
　始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部３９は、再始動要求時のバッテリ電圧セン
サ１３からのバッテリ電圧信号、吸気管圧力センサ１４からの吸気管圧力信号およびエン
ジン回転数上昇量演算部３８からのエンジン回転数上昇量信号に基づいて、始動失敗判定
クランク角変化量判定値（再始動失敗判定閾値）を設定する。
【００３４】
　再始動失敗判定部４０は、エンジン自動停止後にエンジン再始動条件が成立し、点火制
御部３６により初回点火されたタイミングからのクランク角変化量が、エンジン完爆判定
されていないにも関わらず、始動失敗判定クランク角変化量判定値よりも大きくなった場
合に、再始動失敗と判定し、燃料噴射および点火の中止を指示するとともに、コントロー
ラ２２へソレノイド２４１への通電中止を指示する。
【００３５】
　また、再始動失敗判定部４０は、あらかじめ設定された所定時間経過後に、燃料噴射お
よび点火の再開を指示するとともに、コントローラ２２へソレノイド２４１への通電実施
を指示する。
【００３６】
　以下、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置の動作について説明する。
　なお、通常、ピニオンギア２４４は、リングギア２３に比して歯数が少ないが、簡単の
ため、この実施の形態１では、ピニオンギア回転数およびエンジン回転数は、ピニオンギ
ア２４４とリングギア２３との歯数比を考慮して、リングギア２３での回転数に換算した
ものを用いる。
【００３７】
　図４は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置における燃料カット制御ルー
チンの流れを示すフローチャートである。
　まず、エンジン自動停止判定部３１は、車速が所定値以下であるか否かを判定する（ス
テップＳ１０１）。
【００３８】
　ステップＳ１０１において、車速が所定値以下である（すなわち、Ｙｅｓ）と判定され
た場合には、エンジン自動停止判定部３１は、エンジン自動停止後の経験車速が所定値よ
りも大きいか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００３９】
　この経験車速という条件は、例えば渋滞において、クリープ走行→エンジン自動停止→
エンジン自動再始動→クリープ走行→エンジン自動再始動のような走行パターンを繰り返
すこと等により、バッテリに不適当な消耗を生じることなくエンジンの自動停止および自
動再始動を実施するための前提条件である。この経験車速は、渋滞から抜け出し、クリー
プ走行状態からアクセルを踏む通常走行に移行したと判断できる車速（例えば、１０ｋｍ
／ｈ）が所定値として設定される。
【００４０】
　ステップＳ１０２において、エンジン自動停止後の経験車速が所定値よりも大きい（す
なわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、エンジン自動停止判定部３１は、ブレーキ信号
がオンであるか否か、すなわち運転者がブレーキペダルを踏んでいるか否かを判定する（
ステップＳ１０３）。
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【００４１】
　ステップＳ１０３において、ブレーキ信号がオンである（すなわち、Ｙｅｓ）と判定さ
れた場合には、エンジン自動停止判定部３１は、エンジン自動停止条件が成立したとして
、エンジン自動停止制御を開始する（ステップＳ１０４）。
【００４２】
　このとき、エンジン自動停止判定部３１は、燃料噴射制御によりエンジンへの燃料供給
を停止させ、さらに点火制御によりエンジンへの点火を停止させる。
　続いて、エンジン自動停止判定部３１は、エンジンが停止状態であると判断し、エンジ
ン自動停止中フラグを１にセットする（ステップＳ１０５）。
【００４３】
　次に、エンジン再始動判定部３２は、エンジン停止後または惰性回転によりエンジン回
転数が低下する間に、エンジンＥＣＵ１０へのアクセル開度センサ１２からのアクセル開
度信号やブレーキ部１５からのブレーキ信号に応じて、エンジン再始動条件（例えば、運
転者がブレーキペダルから足を離す等）が成立しているか否かを判定する（ステップＳ１
０６）。
【００４４】
　ステップＳ１０６において、エンジン再始動条件が成立している（すなわち、Ｙｅｓ）
と判定された場合には、図５に示すエンジン再始動制御ルーチンにジャンプして（ステッ
プＳ１０７）、図４の処理を終了する。
【００４５】
　一方、ステップＳ１０６において、エンジン再始動条件が成立していない（すなわち、
Ｎｏ）と判定された場合には、そのまま図４の処理を終了する。
　また、エンジン再始動条件の成立を判定した場合には、エンジンの再始動が完了したと
判定されるまで、成立判定が継続される。
【００４６】
　また、ステップＳ１０１において、車速が所定値よりも大きい（すなわち、Ｎｏ）と判
定された場合、ステップＳ１０２において、エンジン自動停止後の経験車速が所定値以下
である（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合、およびステップＳ１０３において、ブレー
キ信号がオンでない（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、エンジン自動停止判定部
３１は、エンジン自動停止中フラグが１であるか否かを判定する（ステップＳ１０８）。
【００４７】
　ステップＳ１０８において、エンジン自動停止中フラグが１である（すなわち、Ｙｅｓ
）と判定された場合には、ステップＳ１０６に移行する。
　一方、ステップＳ１０８において、エンジン自動停止中フラグが０である（すなわち、
Ｎｏ）と判定された場合には、エンジン自動停止中でないと判断し、図４の処理を終了す
る。
【００４８】
　図５は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置におけるエンジン再始動制御
ルーチンの流れを示すフローチャートである。
　まず、エンジン再始動判定部３２は、エンジン回転数Ｎｒが、ピニオンギア２４４とリ
ングギア２３とを噛合可能な所定回転数Ｎｅｎｇａｇｅ（例えば、８０ｒｐｍ）よりも小
さいか否かを判定する（ステップＳ２０１）。
【００４９】
　ステップＳ２０１において、エンジン回転数Ｎｒが、ピニオンギア２４４とリングギア
２３とを噛合可能な所定回転数Ｎｅｎｇａｇｅよりも小さい（すなわち、Ｙｅｓ）と判定
された場合には、エンジン再始動判定部３２は、ピニオンギア２４４とリングギア２３と
の噛合が可能であると判断し、後述する燃料噴射＆点火中止フラグが０であるか否かを判
定する（ステップＳ２０２）。
【００５０】
　一方、ステップＳ２０１において、エンジン回転数Ｎｒが、ピニオンギア２４４とリン
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グギア２３とを噛合可能な所定回転数Ｎｅｎｇａｇｅ以上である（すなわち、Ｎｏ）と判
定された場合には、ピニオンギア２４４とリングギア２３との噛合が不可能であると判断
し、図５の処理を終了して燃料カット制御ルーチンへと戻る。
【００５１】
　ステップＳ２０２において、燃料噴射＆点火中止フラグが０である（すなわち、Ｙｅｓ
）と判定された場合には、エンジン再始動判定部３２は、ソレノイド２４１への通電をオ
ンにする（ステップＳ２０３）。
【００５２】
　このとき、ソレノイド２４１とプランジャ２４２との間には、吸引力が発生するので、
プランジャ２４２が軸方向に移動し、これによりレバー２４３を介してピニオンギア２４
４が軸方向に移動し、ピニオンギア２４４とリングギア２３とが噛合を開始し、さらにプ
ランジャ２４２の移動によって接点が閉じ、スタータモータ２４５に通電される。
【００５３】
　続いて、エンジン再始動判定部３２は、燃料噴射および点火を実施する（ステップＳ２
０４）。
【００５４】
　一方、ステップＳ２０２において、燃料噴射＆点火中止フラグが１である（すなわち、
Ｎｏ）と判定された場合には、エンジン再始動判定部３２は、ソレノイド２４１への通電
をオフにする（ステップＳ２０５）。
　次に、エンジン再始動判定部３２は、燃料噴射および点火を中止する（ステップＳ２０
６）。
【００５５】
　続いて、エンジン再始動判定部３２は、エンジンが再始動未完了か否かを判定する（ス
テップＳ２０７）。ここで、エンジンの再始動が完了したか未完了かは、エンジン再始動
条件成立後のエンジン回転数Ｎｒが、所定値（例えば、５００ｒｐｍ）よりも大きい場合
にエンジンの再始動が完了したと判定し、所定値以下の場合にエンジンの再始動が未完了
であると判定する。
【００５６】
　ステップＳ２０７において、エンジンが再始動未完了である（すなわち、Ｙｅｓ）と判
定された場合には、図７に示す再始動失敗判定ルーチンにジャンプする（ステップＳ２０
８）。
　次に、エンジン再始動判定部３２は、後述する再始動失敗判定フラグが０であるか否か
を判定する（ステップＳ２０９）。
【００５７】
　ステップＳ２０９において、再始動失敗判定フラグが０である（すなわち、Ｙｅｓ）と
判定された場合には、エンジン再始動判定部３２は、燃料噴射＆点火中断フラグを０にリ
セットし（ステップＳ２１０）、図５の処理を終了して燃料カット制御ルーチンへと戻る
。
【００５８】
　一方、ステップＳ２０９において、再始動失敗判定フラグが１である（すなわち、Ｎｏ
）と判定された場合には、エンジン再始動判定部３２は、燃料噴射＆点火中断フラグを１
にセットし（ステップＳ２１１）、図５の処理を終了して燃料カット制御ルーチンへと戻
る。
【００５９】
　また、ステップＳ２０７において、エンジンの再始動が完了した（すなわち、Ｎｏ）と
判定された場合には、エンジン再始動判定部３２は、ソレノイド２４１への通電をオフに
し（ステップＳ２１２）、エンジン自動停止中フラグを０にリセットし（ステップＳ２１
３）、図５の処理を終了して燃料カット制御ルーチンへと戻る。
【００６０】
　ここで、図８を参照しながら、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエン
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ジン自動停止再始動制御における燃料噴射制御および点火制御について説明する。図８は
、４気筒エンジンの燃料噴射タイミングおよび点火タイミングを表しており、エンジン自
動停止中は中断される。
【００６１】
　エンジン再始動条件が成立した後は、燃料噴射に関しては、ソレノイド通電オンと同時
に、所定の複数気筒（例えば、吸気行程にある気筒および排気行程にある気筒）に燃料噴
射を実施する（図８のタイミングＡ）。その後は、所定のタイミング、例えば爆発行程中
のクランク角Ｂ０５℃Ａ毎に燃料噴射を実施する（図８の網掛け部分）。
【００６２】
　また、点火に関しては、上述したソレノイド通電オンと同時に所定の複数気筒に噴射さ
れ、再始動時に最初に燃焼させることができる気筒の燃料（図８では、タイミングＡで吸
気行程となる＃１気筒に噴射された燃料）を燃焼させる初回点火タイミングから点火を再
開する。具体的には、図８の実線矢印を初回点火タイミングとした圧縮行程中のクランク
角Ｂ０５℃Ａ毎で点火が再開される。なお、初回以降の点火タイミングは破線で表示して
いる。
【００６３】
　図７は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置におけるエンジン再始動失敗
判定ルーチンの流れを示すフローチャートである。
　まず、クランク角変化量演算部３４は、エンジン再始動条件成立後の初回点火タイミン
グからのクランク角変化量を演算する（ステップＳ３０１）。
【００６４】
　続いて、エンジン回転数上昇量演算部３８は、エンジンの初回点火によるエンジン回転
数の上昇量（以下、「エンジン回転数上昇量」と称する）を演算する（ステップＳ３０２
）。
【００６５】
　次に、始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部３９は、初回点火時のエンジン回転
数上昇量に基づいて、始動失敗判定クランク角変化量判定値を算出する（ステップＳ３０
３）。
【００６６】
　図８は、（ａ）、（ｂ）は、この発明の実施の形態１に係るエンジン制御装置のエンジ
ン自動停止再始動制御において、エンジン再始動時の燃焼状態が比較的良好である場合と
、あまり良好でない場合とにおける再始動失敗判定したときの判定タイミングの差異を示
す説明図である。
【００６７】
　図８において、初回点火時のエンジン回転数上昇量が小さく、燃焼が良好ではなく、再
始動失敗に至る可能性が高いと判断できる場合には、始動失敗判定クランク角変化量判定
値を、初回点火時のエンジン回転数上昇量が比較的大きく、燃焼が比較的良好である場合
の値（図８のＡ参照）よりも小さい値（図８のＢ参照）に設定することで、始動失敗判定
の基準を厳しくする。これにより、再始動時の燃焼状態があまり良好ではない場合には、
燃焼状態が比較的良好である場合よりも、早期に再始動失敗を判定できるようになる（図
８のＣ参照）。
【００６８】
　具体的には、始動失敗判定クランク角変化量判定値は、図９の制御マップに示されるよ
うに、Ｘ軸をエンジン回転数上昇量、Ｙ軸を始動失敗判定クランク角変化量判定値とした
マップにより設定される。この制御マップの値は、車両にて、正常再始動時および再始動
失敗時等の様々な再始動ケースにおける初回点火時のエンジン回転数上昇量および初回点
火タイミングから、エンジン完爆判定回転数（５００ｒｐｍ）に到達するまでのクランク
角変化量等のデータを取得し、始動失敗の判定遅れおよび誤判定なく、再始動失敗を判定
できるような最適な値を導出すればよい。
【００６９】
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　また、この制御マップにおいて、エンジン回転数上昇量が所定上昇量よりも小さい領域
では、始動失敗判定開始直後に始動を失敗したと判定するように、始動失敗判定クランク
角変化量判定値を、エンジン回転数の上昇が、あらかじめ設定された所定上昇量以上の場
合と比べて大幅に小さく（例えば、ゼロ付近に）する。これは、エンジン回転数上昇量が
明らかに再始動失敗に至るような小さな上昇量であった場合に、即座に再始動失敗を判定
することを目的としている。また、所定上昇量は、５０ｒｐｍ程度とし、車両で実際に始
動失敗したときの結果から実験的に求めることができる。
【００７０】
　図７に戻って、続いて、始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部３９は、エンジン
再始動時におけるバッテリ電圧および吸気管圧力に応じて補正係数を算出し、この補正係
数を、ステップＳ３０３で算出した始動失敗判定クランク角変化量判定値に乗ずることに
より、始動失敗判定クランク角変化量補正判定値を算出する（ステップＳ３０４）。
【００７１】
　具体的には、エンジンの再始動時には、再始動時のスタータ駆動力が再始動の成功可否
に大きく影響するので、バッテリ電圧が低く（スタータ駆動力が小さく）なるに従い、図
１０に示されるように、補正係数をマイナス補正側とすることにより、始動失敗判定の基
準を厳しくし、始動失敗の判定タイミングを早期化する。
【００７２】
　また、エンジンの再始動には、再始動時の吸気管圧力が再始動の成功可否に大きく影響
するので、吸気管圧力が低く（空気量が少なく）なるに従い、図１１に示されるように、
補正係数をマイナス補正側とすることにより、始動失敗判定の基準を厳しくし、始動失敗
の判定タイミングを早期化する。
【００７３】
　図７に戻って、次に、始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部３９は、ステップＳ
３０１で算出した初回点火タイミングからのクランク角変化量が、始動失敗判定クランク
角変化量補正判定値よりも小さいか否かを判定する（ステップＳ３０５）。
【００７４】
　ステップＳ３０５において、クランク角変化量が始動失敗判定クランク角変化量補正判
定値よりも小さい（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場合には、始動失敗判定クランク角
変化量判定値設定部３９は、始動失敗していないと判断し、再始動失敗判定フラグを０に
リセットし（ステップＳ３０６）、図７の処理を終了してエンジン再始動制御ルーチンへ
と戻る。
【００７５】
　一方、ステップＳ３０５において、クランク角変化量が始動失敗判定クランク角変化量
補正判定値以上である（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、始動失敗判定クランク
角変化量判定値設定部３９は、始動失敗したと判断し、再始動失敗判定フラグを１にセッ
トする（ステップＳ３０７）。
【００７６】
　続いて、始動失敗判定クランク角変化量判定値設定部３９は、ステップＳ３０７で再始
動失敗判定フラグが０から１にセットされてからの経過時間を計測し、この経過時間があ
らかじめ設定された所定時間を経過したか否かを判定する（ステップＳ３０８）。ここで
、所定時間は、再始動失敗後のエンジン回転が完全に停止する時間（１００～２００ｍｓ
程度）とする。
【００７７】
　ステップＳ３０８において、所定時間を経過した（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場
合には、ステップＳ３０６に移行し、再始動失敗判定フラグを０にリセットしてから、図
７の処理を終了してエンジン再始動制御ルーチンへと戻る。
【００７８】
　一方、ステップＳ３０８において、所定時間を経過していない（すなわち、Ｎｏ）と判
定された場合には、そのまま図７の処理を終了してエンジン再始動制御ルーチンへと戻る
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。
【００７９】
　次に、図１２、図１３、図１４のタイミングチャートを参照しながら、この発明の実施
の形態１に係るエンジン制御装置のエンジン自動停止再始動制御における動作の一例につ
いて説明する。図１２～１４は、それぞれ車両走行状態からエンジン自動停止を実施し、
エンジン再始動条件成立後にソレノイド２４１への通電をオンにし、エンジン再始動を行
ったが、エンジン完爆判定に至らずに始動失敗し、その後再始動を再開した場合の動作を
示したものである。
【００８０】
　図１２～１４において、４０１はエンジン各気筒の燃料噴射タイミングを示し、４０２
はエンジン各気筒の点火タイミングを示し、４０３はエンジン回転数の時間的推移を示し
ている。
【００８１】
　４０４はエンジン自動停止中フラグであり、エンジン自動停止中である場合は、１にセ
ットされ、再始動が完了した場合は、０にリセットされる。４０５はソレノイド２４１へ
の通電状態を示しており、ソレノイド２４１に通電されている場合、すなわちスタータモ
ータ２４５がオンしている場合は、１にセットされる。４０６はエンジン完爆判定フラグ
であり、再始動開始後のエンジン回転数が所定回転数（５００ｒｐｍ）以下の場合は、０
にリセットされ、所定回転数（５００ｒｐｍ）よりも大きい場合は、１にセットされる。
【００８２】
　４０７は、再始動開始後の初回点火タイミングからのクランク角変化量（実線）と、エ
ンジン回転数上昇量に応じて設定される始動失敗判定クランク角変化量判定値（破線）と
を示している。４０８は再始動失敗判定フラグであり、再始動が失敗したと判定された場
合には１にセットされ、再始動が失敗したと判定されていない場合、または再始動失敗フ
ラグが１にセットされた時点から所定時間経過後に０にリセットされる。４０９は燃料噴
射＆点火中止フラグであり、再始動失敗判定フラグが１にセットされた時点で１にセット
され、再始動失敗判定フラグが０にリセットされた時点で０にリセットされる。
【００８３】
　まず、図１２のタイミングチャートを参照しながら、再始動時の初回点火タイミングに
おけるエンジン回転数上昇量は比較的大きい（燃焼が比較的良好）ものの、その後エンジ
ン完爆判定に至らずに始動失敗した場合の動作の一例について説明する。
【００８４】
　図１２において、まず、車両走行中にエンジン自動停止条件が成立した時刻ｔ１におい
て、エンジン自動停止中フラグ４０４が１にセットされる。続いて、エンジン再始動条件
（例えば、運転者がブレーキペダルから足を離す等）が時刻ｔ２で成立する。
【００８５】
　次に、エンジン回転数Ｎｒが、ピニオンギア２４４とリングギア２３とが噛合可能な所
定回転数差Ｎｅｎｇａｇｅよりも小さくなる時刻ｔ３において、ソレノイド２４１への通
電が開始され、ピニオンギア２４４とリングギア２３とが噛合され、スタータモータ２４
５が駆動を開始する。ここで、ソレノイド２４１への通電が開始されると同時に、所定の
複数気筒に初回の燃料噴射が再開され、続いて、爆発行程中のクランク角Ｂ０５℃Ａ毎に
燃料噴射が実施される。
【００８６】
　次に、時刻ｔ３において噴射された初回噴射燃料を燃焼できるタイミングである時刻ｔ
４において、点火（初回点火）が開始され、続いて、圧縮行程中のクランク角Ｂ０５℃Ａ
毎で点火が再開され、この初回点火タイミングからのクランク角変化量の演算が開始され
る。
【００８７】
　次に、時刻ｔ５において、時刻ｔ４の初回点火タイミングでの燃焼により発生したエン
ジン回転数の上昇量に応じて、始動失敗判定クランク角変化量判定値が設定される。ここ
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で、本ケースのように、エンジン回転数上昇量が比較的大きい場合には、再始動が失敗す
る可能性は低いと推定し、再始動失敗の判定を緩和（始動失敗判定クランク角変化量判定
値を、余裕を持った大きな値に）することにより、再始動失敗の誤判定を防止することが
できる。
【００８８】
　続いて、時刻ｔ５から時刻ｔ６では、エンジン回転数の上昇によりクランク角変化量が
増大し、時刻ｔ６において、始動失敗判定クランク角変化量判定値よりもクランク角変化
量が大きくなるので、再始動失敗判定フラグが１にセットされ、燃料噴射＆点火中止フラ
グが１にセットされ、ソレノイド２４１への通電がオフされる。燃料噴射＆点火中止フラ
グが１にセットされることにより、燃料噴射および点火が中止される。
【００８９】
　このように、再始動が失敗する可能性が低いと推定された場合には、上述したように、
再始動失敗の判定を緩和しているので、再始動失敗に至らないようなケースであるにも関
わらず、再始動失敗と誤判定してしまうことを抑制することができる。
【００９０】
　次に、時刻ｔ７では、再始動失敗フラグが１にセットされた時点（時刻ｔ６）からの時
間経過が所定時間を越えたので、再始動を再開するべくソレノイド２４１が通電されると
同時に、所定の複数気筒に燃料噴射が実施される。
【００９１】
　続いて、図１３のタイミングチャートを参照しながら、再始動時の初回点火タイミング
におけるエンジン回転数上昇量が小さい（燃焼が良好ではない）ので、その後エンジン完
爆判定に至らずに始動失敗した場合の動作の一例について説明する。
　なお、時刻ｔ１から時刻ｔ４までの動作は、図１２のタイミングチャートと同じなので
、説明を省略し、動作が異なる時刻ｔ５以降について説明する。
【００９２】
　まず、再始動開始後に点火（初回点火）が開始され、圧縮行程中のクランク角Ｂ０５℃
Ａ毎で点火が再開され、この初回点火タイミングからのクランク角変化量の演算が開始さ
れた後、時刻ｔ５において、初回点火タイミングでの燃焼により発生したエンジン回転数
の上昇量に応じて、始動失敗判定クランク角変化量判定値が設定される。ここで、本ケー
スのように、エンジン回転数上昇量が小さい場合には、再始動が失敗する可能性が高いと
推定し、再始動失敗の判定を厳しく（始動失敗判定クランク角変化量判定値を小さな値に
）する。
【００９３】
　続いて、時刻ｔ５から時刻ｔ６では、エンジン回転数の上昇によりクランク角変化量が
増大し、時刻ｔ６において、始動失敗判定クランク角変化量判定値よりもクランク角変化
量が大きくなるので、再始動失敗判定フラグが１にセットされる。
【００９４】
　このとき、エンジン回転数上昇量が比較的大きい場合における始動失敗判定タイミング
（図１２の時刻ｔ６）と比較すると、再始動失敗の判定が厳しく（始動失敗判定クランク
角変化量判定値が小さな値に）され、再始動の失敗判定タイミングが早期化される。その
ため、初回点火タイミングにおけるエンジン回転数上昇量が小さく（燃焼が良好ではなく
）、再始動が失敗する可能性が高いと推定される場合において、再始動失敗の判定を早期
化することができる。
【００９５】
　次に、時刻ｔ７では、再始動失敗フラグが１にセットされた時点（時刻ｔ６）からの時
間経過が所定時間を越えたので、再始動を再開するべくソレノイド２４１が通電されると
同時に、所定の複数気筒に燃料噴射が実施される。このとき、エンジン回転数上昇量が比
較的大きい場合における再始動再開タイミング（図１３の時刻ｔ７）と比較すると、再始
動の再開タイミングを早期化することができる。
【００９６】
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　また、時刻ｔ５において導出された始動失敗判定クランク角変化量判定値を、再始動時
のバッテリ電圧に応じて再始動失敗の判定を厳しく（始動失敗判定クランク角変化量判定
値を小さく）する方向に補正した始動失敗判定クランク角変化量補正判定値（図示せず）
とすることにより、バッテリ電圧が低く、再始動に必要なスタータモータ駆動力が確保で
きていない場合に、再始動失敗の判定を早期化することができる。
【００９７】
　また、時刻ｔ５において導出された始動失敗判定クランク角変化量判定値を、再始動時
の吸気管圧力に応じて再始動失敗の判定を厳しく（始動失敗判定クランク角変化量判定値
を小さく）する方向に補正した始動失敗判定クランク角変化量補正判定値（図示せず）と
することにより、吸気管圧力が低く、再始動に必要な空気量が確保できていない場合に、
再始動失敗の判定を早期化することができる。
【００９８】
　次に、図１４のタイミングチャートを参照しながら、再始動時の初回点火タイミングに
おけるエンジン回転数上昇量が非常に小さい（燃焼不良）ので、その後エンジン完爆判定
に至らずに始動失敗した場合の動作の一例について説明する。
　なお、時刻ｔ１から時刻ｔ４までの動作は、図１２のタイミングチャートと同じなので
、説明を省略し、動作が異なる時刻ｔ５以降について説明する。
【００９９】
　まず、再始動開始後に点火（初回点火）が開始され、圧縮行程中のクランク角Ｂ０５℃
Ａ毎で点火が再開され、この初回点火タイミングからのクランク角変化量の演算が開始さ
れた後、時刻ｔ５において、初回点火タイミングでの燃焼により発生したエンジン回転数
の上昇量に応じて、始動失敗判定クランク角変化量判定値が設定される。ここで、本ケー
スのように、エンジン回転数上昇量が所定上昇量よりも小さい場合には、始動失敗判定ク
ランク角変化量判定値を小さく（例えば、ゼロ付近に）設定される。
【０１００】
　従って、時刻ｔ５において、始動失敗判定クランク角変化量判定値（ゼロ付近）よりも
クランク角変化量が大きくなるので、再始動失敗判定フラグが１にセットされる。このと
き、エンジン回転数上昇量が小さい場合における始動失敗判定タイミング（図１３の時刻
ｔ６）と比較すると、エンジン回転数上昇量が検出された直後に再始動失敗判定されるの
で、再始動失敗の判定をさらに早期化することができる。
【０１０１】
　続いて、時刻ｔ６では、再始動失敗フラグが１にセットされた時点（時刻ｔ５）からの
時間経過が所定時間を越えたので、再始動を再開するべくソレノイド２４１が通電される
と同時に、所定の複数気筒に燃料噴射が実施される。このとき、エンジン回転数上昇量が
小さい場合における再始動再開タイミング（図１４の時刻ｔ７）と比較すると、再始動の
再開タイミングをさらに早期化することができる。
【０１０２】
　このように、再始動時の初回点火タイミングにおけるエンジン回転数上昇量に応じて、
始動失敗の判定閾値となる始動失敗判定クランク角変化量判定値を設定するので、エンジ
ン回転数上昇量が大きく、再始動失敗の可能性が低いと推定される場合には、判定閾値を
緩和し、再始動失敗の誤判定を防止する。また、エンジン回転数上昇量が小さく、再始動
失敗の可能性が高いと推定される場合には、判定閾値を厳しくし、再始動失敗の判定タイ
ミングを早期化し、エンジン回転数上昇量が非常に小さく、直ちに再始動失敗と判断でき
る場合には、判定閾値をさらに厳しく（ゼロ付近）し、再始動失敗の判定タイミングをさ
らに早期化することができる。
【０１０３】
　また、再始動時のバッテリ電圧が低く、再始動に必要なスタータモータ駆動力が確保で
きないと判断された場合や、再始動時の吸気管圧力が低く、再始動に必要な空気量が確保
できていないと判断された場合には、再始動が失敗する可能性が高いと推定し、判定閾値
をさらに厳しく（始動失敗判定クランク角変化量判定値をさらに小さく）することにより
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、再始動失敗の判定を早期化できる。
【０１０４】
　また、上述したように、再始動失敗の判定遅れを早期化できる結果、再始動失敗を判定
してからの再始動の再開を迅速化できるので、再始動失敗による運転者が感じる違和感（
再始動遅れ）を軽減することができる。
【０１０５】
　以上のように、実施の形態１によれば、エンジン回転数上昇量演算部は、再始動条件の
成立後におけるエンジンの初回点火によるエンジン回転数の上昇量を演算し、始動失敗判
定クランク角変化量判定値設定部は、演算されたエンジン回転数の上昇量に基づいて、再
始動失敗判定閾値を設定し、再始動失敗判定部は、再始動条件の成立後におけるエンジン
の初回点火タイミングからのクランク角変化量が、エンジンが完爆したと判定されていな
いにも関わらず、再始動失敗判定閾値よりも大きくなった場合に、再始動失敗と判定し、
エンジンの再始動を中止して、所定時間経過後にエンジンの再始動を再開する。
　そのため、再始動時の燃焼状態に応じて設定された再始動失敗判定閾値に基づいて再始
動失敗を判定することにより、誤判定を防止しつつ再始動失敗を迅速に判定し、再始動失
敗を判定した場合には、運転者に違和感（再始動遅れ感）を与えることなく再始動を再開
することができるエンジン制御装置およびエンジン制御方法を得ることができる。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　エンジンＥＣＵ、１１　車速センサ、１２　アクセル開度センサ、１３　バッテ
リ電圧センサ、１４　吸気管圧力センサ、１５　ブレーキ部、２０　エンジン自動停止再
始動装置、２１　クランク角センサ、２２　コントローラ、２３　リングギア、２４　ス
タータ、３１　エンジン自動停止判定部、３２　エンジン再始動判定部、３３　エンジン
回転数演算部、３４　クランク角変化量演算部、３５　燃料噴射制御部、３６　点火制御
部、３７　エンジン完爆判定部、３８　エンジン回転数上昇量演算部、３９　始動失敗判
定クランク角変化量判定値設定部、４０　再始動失敗判定部、２４１　ソレノイド、２４
２　プランジャ、２４３　レバー、２４４　ピニオンギア、２４５　スタータモータ、２
４６　ワンウェイクラッチ。



(16) JP 5214006 B2 2013.6.19

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 5214006 B2 2013.6.19

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 5214006 B2 2013.6.19

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(19) JP 5214006 B2 2013.6.19

【図１４】 【図１５】



(20) JP 5214006 B2 2013.6.19

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３６２Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  45/00    ３６４Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｆ０２Ｄ  17/00    　　　Ｑ          　　　　　

(74)代理人  100161115
            弁理士　飯野　智史
(72)発明者  石川　修
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  岡部　健
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  正田　智久
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  北野　弘明
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  中村　一雄

(56)参考文献  特表２０１１－５１０２０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－５１５９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－６９２３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－２１８９９０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｎ　　１１／０８　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　１７／００　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　２９／０２　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４１／０６　　　　
              Ｆ０２Ｄ　　４５／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

